
5．抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン  

抗インフル工ンザウイルス薬（タミフル、リレンザ）を効率的・効果的に使用するため、都道府  

県、医療機関、卸売業者等による適切な保管・流通・投与を促す。  

【流通調整】  

発生前  ○地域の安定供給体制の整備（行政、医療関係者等による委員会設置）  

○必要以上の購入自粛、流行終息後の返品は認められないことの周知   

発生後  ○都道府県は、患者数と使用状況の情報収集を強化  
○医療機関等による悪質な買占めは、公表  

○流通備蓄分は、感染症指定医療機関等用に確保するよう、卸を指導。  

○国及び都道府県の備蓄分は、卸を通じて感染症指定医療機関等に配送。都  

道府県備蓄分を先に使用し、不足傾向にある都道府県に対し国備蓄分を配布   
一与－ノコよ左」   

○投与量や投与期間等については、専門的知見を踏まえ、随時更新  
○通常のインフル工ンザは投与を控える場合あり  

治療方針  

○患者の同居者（感染拡大期以降、要検討）  

○濃厚接触者、患者と同じ学校、職場等に通う者（感染拡大期以降、見合わせ）  

○ウイルスに暴露した医療従事者や水際対策関係者  

O「地域封じ込め」が実施される場合には当該地域の住民  

予防投与  
の対象者  

○リレンザは、ウイルスがタミフル耐性でリレンザに感受性を示す場合に使用  

○効果や薬剤耐性を見ながら、方針を適時適切に修正  
薬剤耐性  
への対応  

6．ワクチン接種に関するガイドライン（検討中）  

※ 平成20年9月18日、関係省庁対策会議において、ワクチン接種の対象者及び順位に   

関する案を公表（ワクチン接種の進め方について）。   

現在、これに加え、接種体制、責用負担の在り方等について検討しているところであり   

おってガイドラインとして取りまとめる予定。  
【内容】  

（D ワクチン接種の基本的考え方（公表済み）  
＼  

② 先行的なワクチン接種の対象者とその接種順位（公表済み）   

【カテゴリー1】  

・発生時に即時に現場で対応する業種・職種（感染症指定医療機関、水際対策関係者等）  
【カテゴリー2】  

・新型インフルエンザ対策の意思決定に携わる者（国・自治休で意思決定に携わる者）  

・国民の生命・健康の維持に関わる業種・職種（医療、福祉・介護従事者等）  

・国民の安全一安心の確保等に関わる業種・職種（警察、報道、通信等）   

【カテゴリー3】  

・国民の最低限の生活維持に関わる業種・職種（電気■ガス・水道、食料品製造一販売等）   

③ ワクチンの接種体制（検言寸中）  

冊畳且負担 の在甘方（検討中）   



事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン  

感染拡大防止と社会機能維持の観点から、欠勤率が最大40％になることも想定しつつ、  

職場での感染防止策を徹底するとともに、重要業務を継続し又は不要不急の業務を縮小一中  
止するため、各事業者において事業継続計画を策定することが必要。  

職場での感  
染防止策  

○ 飛沫感染・接触感染を念頭とした感染防止策  
・対人距離（2m）の保持  

・手洗い  
・咳エチケット  
・職場の清掃・消毒 等  

事業継続計  

画の策定  
○ 危機管理体制の整備  

○ 感染防止策を講じつつ、業務を継続する方法  
・在宅勤務、時差出勤、出張・会議の中止  
・職場の出入口や訪問者の立入場所の制限  
・従業員・入場者の発熱チェック  
・重要業務の絞り込み、不要不急の業務・感染リスクの高い業務の縮小  
・人員計画立案、サプライチェーンの洗い出し等  
・代替要員確保のための班交代制の採用  

○ 従業員に対する感染防止策の教育を行い、職場に「症状がある場合は   

自宅療養する」という文化を浸透させることが重要。  

個人、家庭及び地域における新型インフル工ンゲ対策ガイドライン  

新型インフルエンザによる被害を最小限に抑えるためには、個人、家庭や地域での感染  
防止策等の理解、食料品備蓄等の準備、発生時の適切な行動が不可欠。  

個人・家庭  （発生前）   

の対応   ○ 情報収集  

○ 通常のインフルエンザ対策や咳エチケットの励行  

○ 学校休業、不要不急の業務縮小等が行われる場合への準備  

0 2週間分程度の食料品一生活必需品等の備蓄  

（発生時）  

○ 情報収集  

○ 感染拡大防止（マスク着用、外出自粛等）  
○ 本人、家族等が発症した場合の対応（適切な受診、自宅療養等）  
○ 医療の確保への協力（不要不急の受診の自粛等）   

地域の対応  ○ 集会■催し物の延期、学校等の臨時休業、地域活動への協力等   

○ 広報・啓発、相談窓口の設置  

○ 支援を必要とする世帯（独居高齢者、障害者世帯等）を把握し、医療・福  

祉の確保を含め、生活を支援  
○ 食料品・生活必需品等の供給計画を策定し、状況に応じ、住民に配分   

自治休によ  

る住民生活  

の支援  



青報提供・共有（リスクコミュニケーション）に関するガイドライン   

国民一人ひとりが適切に行動できるよう、発生前から、新型インフルエンザに関する正確な  

知識、国の対策、感染防止策等を周知。   

情報提供の内容、方法、表現等について、あらかじめ検討しておき、発生時には、患者の  
プライ′〈シーや人権に配慮しつつ、迅速かつ正確な情報を提供。  

【発生時のリスクコミュニケーション】  

（国）  

○ 内閣官房一厚生労働省は、毎日複数回、定時の記者発表  
○ 厚生労働省はコールセンター設置を検討。関係省庁はホームページにより情報提供  

（都道府県）  

○ 定例記者会見、ホームページによる情報提供、住民向け相談窓口設置、コールセン  
ター設置を検討（119番、発熱相談センターとの役割分担と連携）  

（市町村）  

○ 域内の発生状況、対策、交通機関の運行状況等の情報提供、生活相談を含む相談  

窓口の設置  

【発生地域等の公表】  

○ 新型インフルエンザが発生した場合、発生した市区町村名を公表  

○ 患者のプライ′くシー保護に十分留意し、個人が特定される情報は公表せず  

○ 公衆衛生対策上必要な場合、患者が滞在した場所、時期、移動手段等を発表  

埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン  

死亡者が多数にのぼったとしても、公衆衛生上の問題が生ずることのないよう、哩火葬を   

円滑に実施できる体制を整備。  

未発生段階  ○ 都道府県は、火葬能力・遺体安置可能数の調査を行い、市区町村、  

近隣都道府県等と情報共有  

○ 都道府県は、個人防護具や火葬場での消裏毛品等を確保できるよう準備  

まん延段階  ○ 都道府県は、随時火葬の状況を把握し、市町村、近憐都道府県と情報共  
有  

○ 都道府県は、火葬場に対し、可能な限り火葬炉を稼働するよう要請  

○ 都道府県は、遺体搬送及び火葬作業に従事する者のための個人防護  

具、遺体搬送のための非透過性納体袋を確保  

○ 市町村は、火葬場の火葬能力を超えた場合、臨時遺体安置所において  

遺体を適切に保存  

○ 市町村は、火葬の実施まで長期間かかる場合、遺体を消毒した上で、墓  

地に埋葬。  

○ 都道府県は、埋葬可能な墓地がない場合、公共用地を臨時の公営墓地   

とする。   



4．国の対応   



厚生労働省  

厚生労働大臣政務官   
iq本部長   厚生労働事精次官   

本音β畏     厚生労働大臣     本部長代理  厚生労働副大臣         厚生労働書濾官  本部且    各部局長  国立感染症研究所長  l  

・サーベイランス  
・予防と封じ込め  

・情報提供・共有  
ルキンザ専   i       ・医療  

※  
※  

新型インフルエンザ対策委員会  

新型インフルエンザ対策本部  

新型インフルエンザ対策本部  

新型インフル工ンザ対策本部  

鳥および新型インフルエンザに関する外務省対策本部  

新型インフル工ンザ対策本部  文部科学省   

農林水産省   

経済産業省   

国土交通省   

高病原性鳥インフルエンザ対策本部  

新型インフルエンザ対策本部  

新型インフルエンザ対策推進本部  

生物兵器対処委員会  

金融庁は、状況に応じ、災害対策本部に準じた本部を設置  
政府の対策本部設置に合わせ、財務省は、新型インフルエンザ対策委  
鼻会、海上保安庁は、新型インフルエンザ対策本部を設置  

抗インフル工ンザウイルス薬の備蓄について  

■抗インフルエンザウイルス薬とは   

インフル工ンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフル工ンザの症状を軽減  
したり、発症を予防する薬剤。我が国においては、タミフルやリレンザ等が使用されている。  

■抗インフルエンザウイルス薬の備蓄状況  

●リレンザ  

政府備蓄のみ  ト35モA崖  

●タミフル  

政府備蓄   1．050万人分（治療用）  
300万人分（予防投薬用）  

都道府県備蓄1．050万人分（治療用）  
流通分  400万人分  

諸外国の状況  

国名   日本   フランス   イギリス  オーストラリア  スイス   アメリカ   

2935万人分  3300万人分  3000万人分  875万人分  225万人分  8100万人分  

備蓄目標               （23％）凛   （50％）   （42％）   （30％）   （27％）   

（53，も）          （人口比）  ＊リレンザを含む  ■リレンザを含む  ■リレンザを含む  ■リレンザを含む  ＊リレンザを含む   

今後の取り組み  

○抗インフル工ンザウイルス薬の備蓄増（20年度第1次補正予算）  

備蓄量を国民の23％分力、ら45％分lこ引上り㌔   



●国民全員分のワクチンを製造するためには、新型インフルエンザの発生か   

諸外国の状況  い年半前後の期間を要することが想定されている。   

国   日本   アメリカ   スイス  イギリス  オーストラリア   
バンデミック  】b胞鯖暮筆の聞需によ  納胞蛤；暮薯のW鍵により、  ワクチン塑造t着との暮前審蜘により、全国民分の   
ワクチンの  り、全国民のワクチンを  全国民のワクチンを旦生且  ワクチンを確保   
確保方針   以内に鰭逢する体  

制について整備をするこ  

とを目標   

欄腹帯羊では、鶏卵の代わりに椰胞を用いて製造するため、資材調達や生産工程の管理等の観点から、製造  



医療体制の整備  

■発生段階に応じた医療の提供  

【海外発生期～】保健所に住民の相談窓口として「発熱相談センター」を設置  

【国内発生早期～】患者の振り分けを行う「発熱外来」設置、患者数増大に応じて増設  

【国内発生早期～感染拡大期】疑い患者も含め、全ての患者を入院措置  

【まん延期～ 】入院措置を解除。原則として、重症者は入院、軽症者は自宅療養  

国                  ・：・：JJ・≡・：・：・ト：・㌔ど・‡・≡・：：ト：・：・： ：E；・…EH三：・た‡・…戎・誌・・；三≡・：＝E・議・1三三■幻昔「＝  

都立府県   未発生期  ≠ ■ ∴      ふ    ‡ナ管ユi  ）＝1ノノノエ、，史ヾ、ノ軒                     漁㍍lミ     小康期  

今後の取り組み  

○都道府県等における医療体制の整備   
・二次医療圏ごとに保健所を中心とした協議会を設置   
1入院医療を担当する医療機関へ人工呼吸器や個人防護具を整備（20年度第1次補正予算）   

○感染対策等の徹底のための研修（保健所職員、医療従事者等）   



5．市町村の役割  

▼†手’   



・対策推進のための役割分担  

＜市区町村＞   

住民に最も近い行政単位であり、地域の実情に   

応じた計画を作成するとともに、住民の生活支   

援、独居高齢者や障害者等社会的弱者への   

対策や医療対策を行う。  

（行動計画 7ページ）37  

（D実施体制と情報収集  

②サーベイランス（主体は都道府県）  

③予防・まん延防止  

④医療（主体は都道府県）  

⑤情報提供・共有  

⑥社会・経済機能の維持  

（行動計画13ページ～）38   






